
東京電力ホールディングス株式会社からのお知らせ

福島第一原子力発電所の廃止措置等の進捗状況
（2025年1月15日時点）

ALPS処理水の海洋放出に係る放出開始後1年間の
放射線環境影響評価（運用段階）の評価結果について

当社は、2021年4月に政府によるALPS処理水に関する「基本方針」の決定を受け、海洋放出前の設計段階および建設
段階でIAEA（国際原子力機関）の安全基準文書類に基づく放射線環境影響評価を実施し、その結果から「海洋放出した
場合の人および環境への放射線の影響は極めて小さい」ことの確認を行い、そのことを公表しています。
2023年8月24日にALPS処理水の海洋放出を開始し、2024年8月をもって１年が経過したことから、放出開始後１年間の
実績データに基づいた放射線環境影響評価を実施しました。今回はその評価結果についてお知らせします。

ALPS処理水海洋放出後の放射線影響評価の結果

海洋放出前に行った評価と同様、線量限度や線量目標値、また国際機関が提唱する生物種ごとに定められた値を
大幅に下回る結果となり、人および環境への影響は極めて小さいことを確認しました。

出典：放射線医学総合研究所　他
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※1 シーベルトは、放射線が「人」に当たった時の影響の大きさを表す単位です。

一般公衆の線量限度（医療は除く）
　年間1ミリシーベルト

自然放射線
（一人当たり・日本平均）
年間2.1ミリシーベルト

東京～ニューヨーク間（往復）
　0.11～0.16ミリシーベルト程度

胸のＸ線検査（1回）
　0.06ミリシーベルト程度

〔内訳〕
宇宙から
大地から
ラドン等の吸入
食物から
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歯科撮影（1回）
　0.01ミリシーベルト程度

胃のＸ線検査（1回）
3ミリシーベルト程度
胃のＸ線検査（1回）
3ミリシーベルト程度
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0.000001ミリグレイ※2

今回の結果

動植物への影響評価結果は、
国際放射線防護委員会（ICRP）が

提唱する線量率レベル※3

の下限値に対して
約100万分の１（扁平魚・褐藻）

～約1100万分の1（カニ）

扁平魚・褐藻1～10ミリグレイ/日
カニ10～100ミリグレイ/日（ ）

※2

※3 

グレイは、放射線が「もの」に当たった
時にどれくらいのエネルギーを「もの」
に与えたのかを表す単位です。
正式には、誘導考慮参考レベル。
生物種ごとに定められた1ケタの幅を
持った線量率の範囲。
これを超える場合には影響を考慮する
必要がある線量率レベル。
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●請戸川沖合3㎞（T-D1）●請戸川沖合3㎞（T-D1）

●敷地沖合3㎞（T-D5）●敷地沖合3㎞（T-D5）

●2F敷地沖合3㎞（T-D9）●2F敷地沖合3㎞（T-D9）

▲岩沢海岸沖合
　15㎞（T-7）
▲いわき市北部沖合
　3㎞（T-12）

▲岩沢海岸沖合
　15㎞（T-7）
▲いわき市北部沖合
　3㎞（T-12）

▲新田川沖合1㎞
　（T-13-1）
▲請戸川沖合
　18㎞付近（T-B2）

▲新田川沖合1㎞
　（T-13-1）
▲請戸川沖合
　18㎞付近（T-B2）
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当社は、ALPS処理水海洋放出の実施にあたり、周辺環境に与える影響等を監視しつつ、万が一故障や停電などにより希釈
設備等が機能不全に陥った場合や、日々のモニタリングから通常と異なる状況と判断した場合には、安全に放出できる状況に
なったと確認できるまで放出を停止します。引き続き人および海生動植物の安全確保に最善の努力を尽くしていきます。

ALPS処理水海洋放出後のモニタリング結果（トリチウム）
■港湾外3km圏内など放水口に近い調査点では、放出中にトリチウム濃度の一時的な上昇が想定の範囲内で見られる

ものの、放出開始にあたって設定した指標などに比べて低い濃度です。
■沿岸の20km圏内・20km圏外と放水口から離れるにつれてトリチウム濃度の上昇は見られなくなり、希釈放出された

ALPS処理水は想定通り海洋で拡散希釈されているものと判断しています。

海水トリチウム濃度のグラフについて

(Bq/L)

ALPS処理水放出以降、放水口付近の採取点において放出中に上昇が見ら
れるが、いずれも放出停止判断レベルなどの指標を十分に下回っている。
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■敷地北側沖合1.5㎞（T-A1）■敷地沖合1.5㎞（T-A2）■敷地南側沖合1.5㎞（T-A3）
△敷地沖合1.5㎞検出限界値　　　　  処理水海洋放出期間

海水
トリチウム濃度

港湾外
3㎞圏内（ ）

ALPS処理水放出以降も、トリチウム濃度に変化はみられない。(Bq/L)
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▲新田川沖合1㎞（T-13-1）▲請戸川沖合18㎞付近（T-B2）▲岩沢海岸沖合15㎞（T-7）
▲いわき市北部沖合3㎞（T-12）△岩沢海岸沖合15㎞検出限界値　　　　  処理水海洋放出期間
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放水口
■敷地沖合1.5㎞（T-A2）■敷地沖合1.5㎞（T-A2）

■敷地北側沖合1.5㎞
　（T-A1）
■敷地北側沖合1.5㎞
　（T-A1）

共同漁業権
非設定区域
共同漁業権
非設定区域 ■敷地南側沖合1.5㎞

（T-A3）
■敷地南側沖合1.5㎞

（T-A3）

2㎞2㎞

3㎞3㎞

ALPS処理水放出以降、トリチウムが検出されているが、いずれも放出停止
判断レベルなどの指標を十分に下回っている。(Bq/L)
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●請戸川沖合3㎞（T-D1）●敷地沖合3㎞（T-D5）●2F敷地沖合3㎞（T-D9）△敷地沖合3㎞検出限界値
　　　　処理水海洋放出期間

海水
トリチウム濃度

沿岸
20㎞圏内（ ）

拡大3㎞圏内

・対象期間は2022/4/1～2024/9/30。
・グラフはモニタリング対象地点から代表地点を抜粋

したものとなります。


